
 
 
 

去る 10 月 30 日（木）に開催された理事会で承認されました新規
会員の方をご紹介します。 

                        （※敬称略） 

企業名・代表者 所在地 業種 

行政書士わたべ事務所 

 渡部 千津 

正門町 

1-4 
サービス業 

 

事業所の皆様には、日頃より商品券事業にご協力いただき、誠

にありがとうございます。 

 「にこにこ商品券」の使用期限が令和 8 年 1 月 17 日（土）ま

でとなっております。 

換金期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても換金を行

いません。 

なお、商品券の換金期限は令和 8 年 1 月 30 日（金）まで

となっております。 

 

つきましては、期限内に速やかに換金手続きを 

お願いいたします。 
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新規会員事業所のご紹介 

税に関する相談を下記の日時でお受けいたします。節税対策や電

子帳簿保存法等、なんでもご相談ください。 

相談は無料です。 

お申し込みは事前に商工会（ 222-2111）へ 

担当：橋本、塩川 まで

◇日 時： 12 月 25 日（木） 

1 月 8 日（木）、15 日（木）、23 日（金） 

※時間はいずれも 10 時～16 時です。 

◇講 師：小林 香織 税理士 

 

商工会は、令和 7 年 12 月 27 日（土）～令和 8 年 1 月

4 日（日）まで休館いたします。年内最後の商品券の換金日は 12

月 26 日（金）の 10 時～16 時迄です。 

また、年明けは 1 月 6 日（火）10 時より換金事務を 

開始いたしますので、お急ぎの方は、お早目に換金を 

お済ませください。ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

商品券換金期限のお知らせについて 

毎年、開催しております『新春賀詞交歓会』につきまして、今年

は趣向を変えて行います。 

 お忙しいところ恐縮ですが、是非ご参加くださいますようお願い

いたします。 

※詳細は、別紙資料をご覧ください 

会員紹介ツール!! 

 ホームページの会員事業所ページを更新し

ました。検索機能や業種別で大変見やすくな

っております。 

商業部会員が町内外問わず、た

くさんのお店を知ってほしい・

訪 れ て ほ し い と の 願 い か ら

「Ashiya Shop Guide」を作

成しました。 

活用していただけると幸いで

す。 

デジタルサイネー

ジ で も 事 業 所 の

PR が出来ます。 

 

 県内でも、火災が多く発生しております。 

冬は空気が乾燥し、火災が発生しやすい時期です。「火をつけたまま

その場を離れない」「設備や器具等は定期的に点検を行う」など、今一

度、店舗の防火対策を見直しましょう。 



 

 
 
 

 
令和 6 年 4 月 1 日の改正障害者差別解消法施行から 1 年が経ちまし

た。この法改正により、民間企業での障がいのある方への合理的配慮の提

供が義務化され、誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向けた取り組みが

より一層求められています。 

この法律は、行政機関や民間企業・事業者に対し、以下の２つのことを求

めています。 

項 目 内 容 具体例 

不当な差別的取扱い

の禁止 

 

 

 

 

 

障がいを理由に、正当

な理由なくサービス提

供の拒否や制限、障が

いのない人にはない条

件をつけることを禁止

します。 

車いす利用を理由に飲

食店への入店を拒否す

る、盲導犬の同伴を理

由に宿泊を断る、聴覚

障がいを理由に契約を

締結しないことなど。 

合理的配慮の提供 

 

 

 

 

障がいのある方が社会

のバリアを取り除くた

めに配慮を求めた際、

過度な負担にならない

範囲で適切に対応しま

す。 

段差解消のサポート、

筆談やコミュニケーシ

ョンボードの活用、手

続き方法の柔軟な調

整、ルールの一部変更

など。 

 

ある民間会社の調査によると、障害者差別解消法に関して障がいのあ

る方々が企業に最も求めているのは、経営層の理解と強いコミットメ

ントです。トップが率先して合理的配慮の推進や差別の防止に取り組

むことで、以下のような良い影響が生まれます。 

 

 サービスの品質向上 

 職場環境の改善 

 従業員の意識改革 

 事業活動全体のインクルーシブな視点の浸透 

この法律への取り組みは、単なる法令遵守だけではありません。障がい

者対応を企業間競争における優位性と捉え、企業価値の向上や新たな市

場機会の創出につなげている企業も増えています。障がいのある方々へ

の差別解消への取り組みは、企業の持続的な成長戦略にとっても極めて

重要な要素となりつつあります。 

■『芦屋町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例』 

 https://www.town.ashiya.lg.jp/site/fukushi/7297.html 

 

■『障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト（内閣府）』 

 https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp 

 

■ お問い合わせ 

芦屋町役場 福祉課 障がい者・生活支援係 

ＴＥＬ ２２３－３５３０ 

ＦＡＸ ２２２－２０１０ 

 

 

会員インタビュー 

株式会社 ゼロプラス（店舗名：朝ごはん本舗） 

須河内 美紀様 

平成 24 年 創業 

ホームページ Instagram 

 海外進出については、昨年から商工会さんへ相談しており

ました。 

 今回、国の伴走型補助金による後押しをいただけたこと

で、シンガポールでの商談会「Food Japan2025」への

挑戦が実現しました。 

 現地で得る情報は、日本で調べる内容とは全く違い、“そ

の場で感じる温度”が大きな学びとなりました。 

 商談はスピード感があり、その場での判断力や交渉力が必

須ですが、最後はやっぱり人と人とのつながり。そこは日本

と同じだなと実感しました。 

武谷指導員のサポートも心強かったです。 

 来年は、台湾・フランス・香港・アメリカへ積極的に展開

予定です。 

 引き続き商工会さんのお力を頂きながら、挑戦を続けてま

いります。 

“初”海外にて 

今回は山鹿で食品等のネット通販業を営む『㈱ゼロプラス』

代表の須河内美紀さんにお話を伺いました。 

11 月 23 日（日）に芦屋海浜公園レジャープールで「ファミ

リーフィッシング in アクアシアン」が開催されました。 

 

芦屋町商工会青年部は、BBQ コー

ナーと射的やサメ釣りなどのアトラ

クションを企画・運営を行いました。 

当日は天気にも恵まれ、青空のもと

約 2,000 人を超える来場者の方々

に、釣りやアトラクションを満喫して

いただきました。 

このイベントは、3,500 匹のニジマスをプ

ールに放ち、子供たちに釣り体験をしてもら

うというものです。釣った魚はその場で、捌い

て焼くこともできます。 

 須河内さんは、商工会加入直後より、様々な相談を通じて

商工会を活用してこられました。コロナ禍において、通販業

界における市場が大きく変化したことから、自社製品を持つ

ことの重要性を痛感。以来、自社製品の製造を強化してこら

れました。幅広い販路開拓を行う上で、今回、補助金を活用

して海外展開を行うことになりました。 
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